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開 催 日 令和７年７月４日

出 席 者

場 所 市役所本庁舎　３階庁議室

【住む】集落・地域の活性化と移住・定住の促進

現 状
「空き家等対策の推進に関する特別措置法　第７条」に基づき、宍粟市空き家等対策
計画を策定し、空き家等の対策に取り組んでいる。

・宍粟市空き家等対策計画の改訂骨子については、提案のとおり承認する。

議 題 宍粟市空き家等対策計画の改訂骨子について

決 定 事 項

基本施策

総合戦略での
位置付け

総合計画での
位置付け

基本目標

基本方針

１．住み続けたい、住んでみたいまち

②環境にやさしく快適に暮らせるまちづくり

【7】住環境整備、土地利用の推進

課 題
平成30年と対策計画策定後の令和５年に空き家状況調査を実施した結果、空き家総数
はさほど増えていない反面、管理不全状態の空き家が増えていることが分かったた
め、継続した対策が必要である。
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